
期限条件は、令和４年１０月１４日までとする。

令和元年１０月１５日

東京税関長　　岸　本　　浩

令和元年１０月１５日

所 在 地

代 表 者

主たる営業所名

所 在 地

許可年月日

条 件

旧成田国際空港郵便局内２階
千葉県成田市駒井野字天並野２１２５番地

成田事業所

通 関 業 の 許 可 に つ い て

代表取締役　瀧本　哲也

通関業者名

　標記のことについて、通関業法第３条の規定に基

づき、下記のとおり公告する。

記

掲 示 第　２９６　号

東京都中央区銀座五丁目１５番１号

Ｊ Ｃ Ｎ ５０１０００１１９９１２４

株式会社ライネックス南海ジェイピー


